
第 784回 通関協議会（本関地区） 
 

 

１．日 時 令和 7年 3月 11日（火）１１時００分～ 

 

２．場 所 横浜税関 本関 ７階 大会議室 

 

３．議 題 

 

  【議題１】「NACCSでの他所蔵置貨物に係る輸入申告時のワーニング表示について」【資料１】 

 （業務部 通関総括第１部門 阿部 統括審査官） 

 

  【議題２】「関税法基本通達の改正について（他法令関係）」【資料２】 

 （業務部 通関総括第３部門 下山田 統括審査官） 

 

  【議題３】「通関業営業報告書等の提出について」【資料３】【資料４】 

（業務部 山上 首席通関業監督官） 

 

  【議題４】「令和６年知的財産侵害物品の差止公表について」【資料５】 

【議題５】「知的財産侵害物品取締強化期間」における協力依頼について【資料６】 

（業務部 鈴木 知的財産調査官） 

 

 

 ４．事務局からの連絡事項等 

次回第 785回通関協議会は、4 月 8日(火)11:00 の開催を予定しています。場所は

未定です。決定次第、幹事店社を通じてお知らせいたします。 



変更内容 

（１） オンライン業務の変更

以下の対象業務において、「輸入承認証等識別」欄に「ＴＡＳＹ：他所蔵置許可申請番号」が１つ

以上入力された場合、表１のとおり注意喚起メッセージを出力するように変更する｡

なお、上記以外の条件での判定は行わない。 

・「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務

・「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務

・「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務

表１ 注意喚起メッセージの出力内容 

処理結果コード 内容 処置 

Ｗ００８２ 他所蔵置許可申請番号が入力された。 他所蔵置の許可を受けた貨物は、一括申告を

行うことができません。 

リリース予定日／サービス開始予定日

（１）ＡＰ、端末資材

ＡＰ  ：２０２５年０３月１６日（日）保守時間帯

端末資材：２０２５年０３月１６日（日）０４：００

（ワーニングイメージ）

※「TASY」の入力自体が不可（エラー）になるわけではありません。

NACCS掲示板より抜粋

【資料1】



別紙１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47年３月１日蔵関第 100号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

第４章 保税地域 

第３節 保税蔵置場 

（外国貨物を置くことの承認の申請手続） 

43の３－２ 法第43条の３第１項の規定による外国貨物を保税蔵置場に置

くことの承認（以下この節において「蔵入承認」という。）の申請手続

については、次による。 

⑴及び⑵ （省略）

⑶ 令第36条の３第８項に規定する他の法令は次に掲げる法令とし、蔵

入承認を受けようとする外国貨物が保税蔵置場に置くことにつき、こ

れらの法令の規定により許可、承認その他の行政機関の処分若しくは

これに準ずるもの（以下この項において「許可、承認等」という。）

又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、蔵入

承認申請書の提出の際、後記70－３－１の別表第１又は別表第２の第

１欄に掲げるこれらの法令に係るこれらの表の第３欄に掲げる書類に

より、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは

当該条件の具備を証明させる。

イ～ハ （省略）

ニ 大麻草の栽培の規制に関する法律（昭和23年法律第124号）

ホ～ナ （省略）

第６章 通 関 

第３節 一般輸入通関 

（他法令による許可、承認等の確認） 

70－３－１ 輸入貨物についての法第70条第１項又は第２項の規定の適用

については、次による。 

⑴～⑷ （省略）

第４章 保税地域 

第３節 保税蔵置場 

（外国貨物を置くことの承認の申請手続） 

43の３－２ 法第43条の３第１項の規定による外国貨物を保税蔵置場に置

くことの承認（以下この節において「蔵入承認」という。）の申請手続

については、次による。 

⑴及び⑵ （同左）

⑶ 令第36条の３第８項に規定する他の法令は次に掲げる法令とし、蔵

入承認を受けようとする外国貨物が保税蔵置場に置くことにつき、こ

れらの法令の規定により許可、承認その他の行政機関の処分若しくは

これに準ずるもの（以下この項において「許可、承認等」という。）

又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、蔵入

承認申請書の提出の際、後記70－３－１の別表第１又は別表第２の第

１欄に掲げるこれらの法令に係るこれらの表の第３欄に掲げる書類に

より、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは

当該条件の具備を証明させる。

イ～ハ （同左）

ニ 削除

ホ～ナ （同左）

第６章 通 関 

第３節 一般輸入通関 

（他法令による許可、承認等の確認） 

70－３－１ 輸入貨物についての法第70条第１項又は第２項の規定の適用

については、次による。 

⑴～⑷ （同左）

令和７年３月１日施行分 

【資料2】
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別紙１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47年３月１日蔵関第 100号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

別表第１ 

法 令 名 
輸入の規制に関

する条項 
確認する許可書又は承認書等 

イ．（省略）

ロ．輸入制限、禁

止関係

(ｲ)～(ﾊ)（省略）

(ﾆ)大麻草の栽培

の規制に関する法

律（昭和23年法律

第124号） 

(ﾎ)～(ｳ)（省略）

（省略） 

（省略） 

第19条第１項

《輸入の禁止》 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

⑴ 大麻草栽培者が発芽不能未

処理種子を輸入する場合に

は、厚生労働省地方厚生（支

）局長が交付する「大麻草発

芽不能未処理種子輸入許可書

」又はその写し 

⑵ 発芽不能未処理種子を輸入

し、第18条に規定する方法に

よる処理をする場合には、厚

生労働省地方厚生（支）局長

が交付する「大麻草発芽不能

未処理種子輸入許可書」又は

その写し 

（省略） 

別表第１ 

法 令 名 
輸入の規制に関

する条項 
確認する許可書又は承認書等 

イ．（同左）

ロ．輸入制限、禁

止関係

(ｲ)～(ﾊ)（同左）

(ﾆ)削除

(ﾎ)～(ｳ)（同左）

（同左） 

（同左） 

（同左） 

（同左） 

（同左） 

（同左） 
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別紙１ 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47年３月１日蔵関第 100号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

別表第２ 

法 令 名 
輸入の規制に関

する条項 
確認する証明書等 

イ～チ（省略）

リ．大麻草の栽培

の規制に関する法

律（昭和23年法律

第124号） 

（省略） 

第20条《輸入の

禁止》 

（省略） 

第20条の規定により厚生労働

省地方厚生（支）局長が交付

する「発芽不能種子確認書」

又はその写し 

別表第２ 

法 令 名 
輸入の規制に関

する条項 
確認する証明書等 

イ～チ（同左）

（新規） 

（同左） （同左） 
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別紙１ 
【参考資料】
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〇経済産業省告示第十三号
昭和四十一年通商産業省告示第百七十号（輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入
の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項
の公表）の一部を次の表のように改正する。　　令和７年３月１日施行分
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令和７年３月 11日 

通関業者の皆様へ 

横浜税関業務部首席通関業監督官 

通関業営業報告書等の提出について

平素から通関業務の適正・迅速な運営にご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、通関業法第２２条第３項に基づき、例年ご提出いただいております「通関業営

業報告書等」につきまして、令和６年度分を別紙提出要領によりご提出いただきますよ

うお願いいたします。 

ご提出に際し、複数の税関管内に営業所を設置している場合は、主たる営業所の

所在地を管轄する税関のみにご提出願います。 

なお、提出手段につきましては、NACCS 汎用申請を積極的にご活用くださいま

すようお願い申し上げます。 

【資料3】



別  紙 

通関業営業報告書等の提出要領 

 

（１）提出物   

イ. 通関業営業報告書（税関様式 B第 1190号）１通（控えが必要な場合は２通） 

ロ. 貸借対照表       １通 ※ 

ハ. 損益計算書       １通 ※ 

ニ. 株主資本等変動計算書  １通 ※ 

（繰越利益剰余金が記載されているもの） 

ホ. 会社組織図（最新のもの）  １通 

 

※「決算報告書」（株主総会等に利用するもの）が、上記ロからニの内容を記載している

場合、ロからニの提出に代え当該「決算報告書」１通を提出いただいても結構です。 

また、連結決算を行っている場合は、連結決算報告書も併せて提出して下さい。 

 

（２） 留意事項  

イ 別添「通関業営業報告書記載要領」の注意点（赤字部分）を参照のうえ、各様式を

作成し提出して下さい。 

ロ 営業報告書様式（B-1190）のブランクフォーム（Word形式）が税関ホームページに

掲載されておりますのでご活用下さい。 

http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B.htm  

 

（３） 提出方法  

次のいずれかの方法をお選び下さい。 

イ ＮＡＣＣＳ汎用申請（業務コード：ＨＹＳ） 

  申請先税関官署：２Ａ 

申請先部門  ：   （ブランク） 

申請手続種別 ：Ｔ０３ 件数・料金その他通関業務関連事項報告(B1190) 

 

      ロ 郵送（宛先を「横浜税関 業務部 首席通関業監督官 行」と明記してください。

後記（６）の送付票をご利用下さい。）なお、控えが必要な場合は２部送付いただき、

「控」返送用の書留等追跡可能な封筒（返送分の切手貼付）を同封して下さい。 

 

    ハ 横浜税関業務部首席通関業監督官の窓口（本関４階）に持参 

   ★できるだけＮＡＣＣＳ汎用申請をご活用いただきますようお願いいたします。  

http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B.htm


（４） 提出期限 

令和７年６月３０日必着 

提出期限にかかわらず早期の提出にご理解とご協力をお願い致します。 

やむを得ず提出期限を過ぎて提出する事情がある場合には、提出期限前にご連絡をお願

いいたします。 

株主総会の開催日程の都合等で、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の

提出が後日になる場合には、通関業営業報告書を提出する際に、その旨お申し出下さい。 

 

（５） 連絡先（お問い合わせ先） 

横浜税関 業務部首席通関業監督官 

電話番号 ０４５－２１２－６０５１ 

 

（６） 送付票 

郵送される場合の送付票としてご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 〒２３１－８４０１ 

 

 神奈川県横浜市中区海岸通１－１ 

 

 横浜税関 業務部 首席通関業監督官 行 

        



通関業営業報告書 

記載要領 

 

令和７年３月 

横浜税関 業務部首席通関業監督官 

注意点を記載しましたので、営業報告書作成の際の参考として下さい。 

【資料4】



税関様式Ｂ第 1190 号 

令和  年  月  日 

 

税 関 長 殿 

 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

通 関 業 営 業 報 告 書 

 

自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

通関業者 

住 所（所在地） 

 法人番号 

氏名又は名称 

 

 

 

 

担当者 

所  属 
 

氏  名  

電話番号  

（注） 本報告書は、通関業務を行う営業所の所在地（当該営業所が２以上ある場合には、主た

るものの所在地）を管轄する税関長に提出してください。 

 

（規格Ａ４） 

横 浜 

・貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書を添付して下さい。 

・株主総会による承認前等により、公に配布する事業報告書を添付できない場合は、 

（案）段階の書類を添付し、承認後等に正式な書類を提出して下さい。 

・記入漏れがないようにして下さい。 
 

・報告対象となる期間（事業年度の開始日と終了日）を記入。 

・事業年度は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間に終了する各通関

業者の皆様の事業年度です。 

・決算期途中で通関業の許可を受けた場合は、許可日から事業年度終了日までとなり

ます。 

・ご提出いただく第１～２表の内容は全て事業年度終了時点の数字を記入して下さい。 

・内容について確認させていただく場合がありますの

で、実際の作成者の連絡先を記載して下さい。 
 



税関様式Ｂ第 1190 号－2 

 

第１表 営業概況総括表 

 

 

主 要 株 主 
             (  ％)               (  ％) 

             (  ％)               (  ％) 

             (  ％)               (  ％) 

 

 

通関業務及

びその他の

業務に係る

収入及び従

業員数 

 
営業収益 

（千円） 

 
従業者数 

（人） 

 

構成比 

（％） 

構成比 

（％） 

通 関 業 
※ 

   

 通  関  業  以  外 
    

計 

 

100.0 

 

100.0 

 

通関業務 

収  支 

営業収益①（千円） 営業費用②（千円） 営業利益 ①－②（千円） 

※   

 

兼業の状況 
・ 倉庫業      ・ 港湾運送事業      ・ 海上運送事業   

・ 航空運送事業   ・ 貨物利用運送事業    ・ 道路運送事業 

・ その他〔                              〕 

通関士数 

人 

 

通関士 

有資格者数 

人 

 

 

備 考 

 

 

（注）１．「主要株主」は決算書等に記載がある場合は、当該書面を添付することにより記載を省略

することができます。 

２．表中※の営業収益の金額は一致するよう記載してください。 

３．表中の「構成比」には、会社全体に占めるそれぞれの割合を小数点以下 1 位まで記入して

ください。 

４．「従業者数」には管理部門等を含む人数を計上してください。 

５．「兼業の状況」は該当するものを○で囲み、例示以外の兼業業種がある場合は「その他」の

括弧内に記入してください。 

６．「通関士有資格者数」は、通関業法第 22 条第 2 項の規定に基づき届け出た者のうち同法第

31条第 1項の規定による財務大臣の確認を受けていない通関士試験合格者の人数を記入して

ください。 

７．報告期間中に会社の組織に変更があった場合には、「組織図」を添付してください。 

８．報告期間中に会社の吸収、合併あるいは部門の分離等があった場合は、その時期、内容等

を備考欄に記入してください。 
 

（規格Ａ４） 

Ａ 

Ｂ 

千円未満の端数処理については、決まりはございませんが、 

すべての記載箇所で処理方法は同一としてください。 

Ａ 



税関様式Ｂ第 1190 号－3 

 

第２表 通関業務取扱件数及び通関業収入等内訳表 

全体〔営業所数： ３       〕 

取扱業務 取扱件数 収受額（千円） 

 

輸出申告・積戻し申告 

  

輸入申告 

（予備申告を含む。）等 

  

 

その他 

  

 

合計 

  

 

通関業務関係資産 

 

事務所     ㎡     ＮＡＣＣＳ利用端末    台 

 

備考 

 

 

営業所別内訳 

〔主たる営業所名：   横浜営業所    所在地管轄税関：  横浜税関    〕 

取扱業務 取扱件数 収受額（千円） 

 

輸出申告・積戻し申告 

  

輸入申告 

（予備申告を含む。）等 

  

 

その他 

  

 

合計 

  

 

通関業務関係資産 

 

事務所     ㎡     ＮＡＣＣＳ利用端末    台 

 

備考 

 

 

〔営業所名：   東京営業所   、   所在地管轄税関：   東京税関    〕 

取扱業務 取扱件数 収受額（千円） 

 

輸出申告・積戻し申告 

  

輸入申告 

（予備申告を含む。）等 

  

 

その他 

  

 

合計 

  

 

通関業務関係資産 

 

事務所     ㎡     ＮＡＣＣＳ利用端末    台 

 

備考 

 

（規格Ａ４） 

 

料金を収受していない通関業務等についても、実績が
ある場合は、件数及び金額（「０」）を記入して下さい。 

Ａ 



税関様式Ｂ第 1190 号－4 

 

第２表 通関業務取扱件数及び通関業収入等内訳表（つづき） 

〔営業所名：  名古屋空港営業所      、所在地管轄税関： 名古屋税関     〕 

取扱業務 取扱件数 収受額（千円） 

 
輸出申告・積戻し申告 

  

輸入申告 
（予備申告を含む。）等 

  

 
その他 

  

 
合計 

  

 
通関業務関係資産 

 
事務所      ㎡     ＮＡＣＣＳ利用端末    台 

備考  

 
〔営業所名：           所在地管轄税関：                〕 

取扱業務 取扱件数 収受額（千円） 

 
輸出申告・積戻し申告 

  

輸入申告 
（予備申告を含む。）等 

  

 
その他 

  

 
合計 

  

 
通関業務関係資産 

 
事務所      ㎡     ＮＡＣＣＳ利用端末    台 

備考  

 
〔営業所名：          、所在地管轄税関：                〕 

取扱業務 取扱件数 収受額（千円） 

 
輸出申告・積戻し申告 

  

輸入申告 
（予備申告を含む。）等 

  

 
その他 

  

 
合計 

  

 
通関業務関係資産 

 
事務所      ㎡     ＮＡＣＣＳ利用端末    台 

備考  

（規格Ａ４） 

 

 



（注）１．本表は、通関業者全体及び営業所別に作成してください。また、営業所別内訳の

〔 〕内には営業所名及びその所在地を管轄する税関名を記載してください。 

   ２．「取扱件数」及び「収受額」は報告の対象期間の通関業務取扱台帳（税関様式Ｂ第

1170 号）に計上のものを集計して記載してください。 

   ３．「通関業務関係資産」については、専有か共有かにかかわらず通関業務に使用して

いるものを合算して計上してください。 

 

・Ａは、すべての通関営業所の通関業務取扱台帳 の収受金額の合計額（対象事業年度分）

をご記入ください 

・Ｂは、損益計算書の「売上高/営業収入（※費用を差し引く前の数字）」をご記入ください。 

 



令和７年３月 

横 浜 税 関  

関係者 各位 

令和６年（１月～１２月）に横浜税関で発見したコピー商品などの知的財産侵害物品

の差止状況を公表しました。 

税関ホームページにも資料を掲載してありますので、ぜひご覧ください。 

 https://www.customs.go.jp/yokohama/news/chizai_sashitome(yokohama)_R6.pdf 

横浜税関は、全国の税関別で令和元年以降６年連続第１位となる１３，８３４ 件の 

知的財産侵害物品の輸入を差止めました。（１万件超は令和２年以降５年連続） 

消費者の安全・安心に関わる差止物品の例（公表資料から抜粋） 

知的財産侵害物品の大半は国際郵便で送られてくるものですが、海上貨物や航空貨物

からも色々な知的財産侵害物品が発見されています。 

輸出入申告の際は、商品の画像や絵型等の参考資料を添付していただくなど、知的財 

産侵害物品の取締りにご理解とご協力を賜りますとともに、消費者の立場からもニセモ

ノは買わない・使わない・騙されないよう、よろしくお願いいたします。

【医薬品】        【化粧品・香水】 【バッテリー】 

【問い合わせ先】 

業務部知的財産調査官 

０４５－２１２－６１１６ 

【資料5】



令和 7 年 3 月 11 日 

横 浜 税 関  

「知的財産侵害物品取締強化期間」における協力依頼について 

平素から、税関の取組みに深いご理解と多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、税関では、安心・安全な社会の実現のため、薬物、銃器、テロ関連物品をはじ

め、知的財産侵害物品の水際取締りも重要な役割として取り組んでいます。 

今般、下記のとおり「知的財産侵害物品取締強化期間」を設定し、輸出入貨物に対す

る審査・貨物確認を強化することとしており、期間中に貨物確認の頻度が増加すること

になりますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

実施期間：令和 7年 3 月 12 日（水）～3 月 18 日（火） 

輸出入申告の際は、貨物の詳細が分かる商品の画像や絵型などの資料を添付

していただくようお願いいたします。 

保税地域に搬入されている貨物で、知的財産に関する商品や外装などがある

場合は、税関へ連絡をいただくようお願いいたします。 

上記のほか、知的財産侵害物品に関して気にかかることなどがありましたら、

税関へ連絡をいただくようお願いいたします。 

    フリーダイヤル シ ロ イ ク ロ イ

密輸ダイヤル ０ １ ２ ０ － ４ ６ １ － ９ ６ １ 

【資料6】



取 強化 期 間締
横浜税関 令和7年

知的財産侵害物品

税関では知的財産侵害物品に関する情報を求めています。

通報先：税関密輸ダイヤル（２４時間受付）
シロイ クロイ

☎ ０１２０-４６１-９６１

令和７年

3/12～
3/18

詳細は
こちら👉👉

横浜税関HP：https://www.customs.go.jp/yokohama/

知的財産侵害物品は、
日本への持ち込みが禁止されています。

税関イメージキャラクター
カスタム君

詳細はこちら↓

知的財産侵害物品を使用することにより、予期せぬ事故や健康被害を招く危険性があります。

個人で使用する場合であっても、

海外の事業者から送付される
模倣品（商標権又は意匠権を侵害するもの）は、

輸入できません！！

情報提供はこちら↓
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